
建物賃貸借契約書（案） 

 

 東京都台東区（以下「賃貸人」という。）と、  （以下「賃借人」という。）は、次のと

おり建物賃貸借契約を締結する。 

 

（賃貸借物件） 

第１条 賃貸人は、次の物件（以下「賃貸借物件」という。）を賃借人に賃貸し、賃借人は

これを賃借する。 

 物件の表示 

名 称 所在地 貸付場所 貸付面積 

浅草公会堂 台東区浅草１丁目３８番６号 
浅草公会堂１階 

南側スペース 
２．４㎡ 

 

（用途の指定） 

第２条 賃借人は、賃貸借物件を飲料用自動販売機及び使用済容器回収ボックス（以下「自

動販売機等」という。）の設置のために使用しなければならない。 

２ 賃借人は、賃貸借物件を前項に定める用途に供するにあたり、別紙仕様書に記載された

事項を遵守しなければならない。 

 

（賃貸借期間） 

第３条 本契約の賃貸借期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年

間とする。 

 

（契約更新） 

第４条 本契約は、前条に定める賃貸借期間の満了時において、本契約の更新又は賃貸借期

間の延長を行わない。 

 

（賃借料の額） 

第５条 賃借料は、月額金     円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

￥         ）とする。 

 

（税率の改正に伴う留意事項） 

第６条 契約期間の中途において消費税率等が改正された場合は、改正後の賃貸料に係る

税額については、改正後の税率によるものとする。 

 

（賃借料の支払い） 

第７条 賃借人は、前条に定める賃借料を、賃貸借期間中の年度ごとに賃貸人が発行する納

入通知書により、賃貸人の定める納付期日までに支払わなければならない。 

２ 前項の年度は、４月１日から翌年３月３１日までの期間をもって、１年度とする。 

 



（延滞金） 

第８条 賃借人は、賃借料を支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日まで 

の日数に応じ、当該賃借料の金額につき年（閏年も３６５日で計算）１４．６パーセント 

の割合で計算した延滞金（１００円未満切り捨て）を賃貸人に支払わなければならない。

ただし、その支払遅延が天災その他不可抗力と賃貸人が認めたときは、延滞金を減免する

ことができる。 

２ 当分の間、前項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合は、同項の規定にかか

わらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とする。 

 

（電気料金の支払） 

第９条 賃貸人は、飲料用自動販売機の電気使用量を計るために、賃貸借物件に子メーター

を設置するものとする。 

２ 賃貸人は、前項の子メーターにより計量した月ごとの電気使用量に基づき、電気料金を

算定し、使用した月の翌月末日までに賃借人に納入通知書を発行する。 

３ 賃借人は、前項の納入通知書により、賃貸人の定める納付期日までに電気料金を支払わ

なければならない。 

４ 前条の規定は、賃借人が賃貸人の定める納付期日までに電気料金を支払わない場合に

おいて、準用する。 

 

（自動販売機等の設置及び撤去） 

第１０条 賃借人が賃貸借物件に設置できる飲料用自動販売機の数は、２台とする。 

２ 賃借人は、次に掲げる事項を決定するに当たり、賃貸人と協議するものとする。 

（１） 自動販売機等の設置位置 

（２） 自動販売機等の設置の期日 

（３） 自動販売機等の撤去の期日 

３ 賃借人は、前項第２号及び第３号の期日を遵守し、遅滞なく自動販売機等の設置及び撤

去に係る作業を行わなければならない。 

４ 自動販売機等の設置及び撤去に要する費用は、賃借人の負担とする。 

 

（転貸等の禁止） 

第１１条 賃借人は、賃貸借物件を転貸し、又はその賃借権を譲渡してはならない。 

 

（瑕疵担保責任） 

第１２条 賃貸人は、賃貸借物件に隠れた瑕疵があっても、その責を負わない。 

 

（賃貸借物件等の維持保全及び安全管理） 

第１３条 賃借人は、善良な管理者としての注意をもって賃貸借物件及び賃借人の設置し



た自動販売機等（以下「賃貸借物件等」という。）の維持保全及び安全管理を行わなけれ

ばならない。 

２ 賃貸借物件等の維持保全及び安全管理のために支出する費用は、全て賃借人の負担と

する。 

３ 賃借人は、賃貸借物件等の維持保全又は安全管理の瑕疵によって、第三者に損害を発生

させたときは、その賠償の責を負うものとし、賃貸人が代わって賠償の責を果たしたとき

は、賃貸人は、賃借人に求償することができる。 

 

（自動販売機等の盗難等） 

第１４条 賃貸人は、賃借人が設置した自動販売機又は当該自動販売機で販売する販売品

の盗難又は毀損の被害があった場合において、賃貸人の責に帰することが明らかである

場合を除き、賃借人に対して賠償の責を負わない。飲料用自動販売機内の売上金又は釣銭

の盗難の被害があった場合も、同様とする。 

 

（毀損の報告） 

第１５条 賃借人は、賃貸借物件が毀損したときは、直ちに書面により賃貸人に報告しなけ

ればならない。 

 

（売上の報告） 

第１６条 賃借人は、賃借人の設置した飲料用自動販売機の販売数量及び売上金額につい

て、四半期ごとにその末日の翌月２０日までに、賃貸人の指定する様式により賃貸人に報

告しなければならない。 

 

（調査権） 

第１７条 賃貸人は、必要に応じて賃貸借物件の使用状況について、自ら調査し、又は賃借

人に対し報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 前項の場合において、賃借人は、正当な理由なく賃貸人の調査を拒み、若しくは妨げ、

又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（契約の解除） 

第１８条 賃貸人・賃借人は、相手方がこの契約又はこれに付随して締結した契約に違背す

る行為があったとき、及び賃貸人・賃借人間の信頼関係を損なう事実があった場合は、そ

の相手方に期間を定めた催告を行い、期間経過後、なお事実の改善がない場合は、この契

約を解除できるものとする。 

２ 賃借人が、第１１条の規定に違反したときは、賃貸人は何ら催告なしにこの契約を解除

することができる。 

３ 前２項により、この契約が解除された場合、これによって生じた損害の賠償をその相手

方に対して請求することができるものとする。 

 

（不可抗力） 

第１９条 天災地変、法令の制定若しくは改正その他の不可抗力により本契約の履行が不



可能若しくは困難になったときは、賃貸人・賃借人は本契約を解除することができる。こ

の場合においては、相互に損害賠償義務を負わない。 

 

（賃貸借物件の返還及び原状回復） 

第２０条 賃貸借期間の満了により本契約が終了したとき又は本契約の解除があったとき

は、賃借人は、賃貸借物件を賃貸人に返還しなければならない。 

２ 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が認める範囲において賃貸借物件を原状に回復

しなければならない。 

３ 賃貸借物件の返還に際しては、賃借人は、賃貸人の立会いを求め、引き渡すものとする。 

 

（有益費等の請求権放棄） 

第２１条 賃借人は、本件賃貸借物件等に投じた有益費又は必要費があってもこれを賃貸

人に対して請求しないものとする。 

  

（契約の費用） 

第２２条 この契約の締結に要する費用は、賃借人の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所を、本物件所在地を管轄する東京地方裁判

所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第２４条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない

事項については、賃貸人・賃借人協議のうえ決めるものとする。 

 

 本契約締結を証するため、契約書２通を作成し、賃貸人及び賃借人各々記名押印のうえ

各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

賃貸人   所在地 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

名 称 東京都台東区長 服部 征夫 

 

 

賃借人   所在地  

                 

            名 称  


